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大
胆
な
投
資
促
進
、研
究
開
発
税
制
等

政
策
税
制
に
関
す
る

改
正
の
実
務
ポ
イ
ン
ト

第１章

が
３
年
の
時
限
措
置
と
し
て
創
設
さ
れ

た
。

●
賃
上
げ
促
進
税
制
は
、大
企
業
の
賃
上

げ
の
状
況
に
鑑
み
、全
企
業
向
け
の
措

置
は
２
０
２
６
年
３
月
末
で
廃
止
、中
堅

企
業
向
け
は
要
件
を
厳
格
化
し
た
う
え

で
２
０
２
７
年
３
月
末
に
廃
止
さ
れ
、中

小
企
業
等
向
け
措
置
と
し
て
改
組
さ
れ

た
。

●
大
企
業
に
お
け
る
特
定
税
額
控
除
規
定

の
不
適
用
措
置
は
、適
用
要
件
が
厳
格

化
さ
れ
た
う
え
で
、適
用
期
限
が
延
長

さ
れ
た
。

令
和
８
年
度
税
制
改
正
の

概
要２

０
２
６
年
３
月
31
日
、
令
和
８
年
度

税
制
改
正
関
連
の
法
律
案（「
所
得
税
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
）お
よ
び「
地

方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」）

が
可
決
さ
れ
、
３
月
31
日
に
当
該
法
律
お

よ
び
政
省
令
が
公
布
さ
れ
た
。

令
和
８
年
度
税
制
改
正
は
、
２
０
２
５

年
11
月
21
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
経
済
対

策（「『
強
い
経
済
』を
実
現
す
る
総
合
経
済

対
策
～
日
本
と
日
本
人
の
底
力
で
不
安
を

希
望
に
変
え
る
～
」、
以
下
、「
２
０
２
５

年
経
済
対
策
」と
い
う
）で
掲
げ
ら
れ
た
、

「
責
任
あ
る
積
極
財
政
」の
も
と
で
の
、「
危

機
管
理
投
資
」と「
成
長
投
資
」に
よ
る「
強

い
経
済
」の
実
現
を
、
税
制
面
で
の
対
応

と
し
て
策
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
２
０
２
５
年
経
済
対
策
で
は
、
３
本

の
柱（
第
１
の
柱
：
生
活
の
安
全
保
障
・

物
価
高
へ
の
対
応
、
第
２
の
柱
：
危
機
管

理
投
資
・
成
長
投
資
に
よ
る「
強
い
経
済
」

の
実
現
、
第
３
の
柱
：
防
衛
力
と
外
交
力

の
強
化
）を
経
済
対
策
の
基
本
的
枠
組
み

と
し
て
お
り
、
第
１
の
柱
に
つ
い
て
は

所
得
税
の
改
正（
基
礎
控
除
等
の
引
上
げ

等
）、
第
２
の
柱
に
つ
い
て
は
特
定
生
産

性
向
上
設
備
等
投
資
促
進
税
制
の
創
設
、

お
よ
び
研
究
開
発
税
制
の
見
直
し
、
第
３

の
柱
に
つ
い
て
は
防
衛
特
別
所
得
税
の
創

設
等
の
税
制
が
措
置
さ
れ
た
。

高
市
政
権
下
の
経
済
政
策

と
令
和
８
年
度
税
制
改
正

成
長
戦
略
の
肝
は「
危
機
管
理
投
資
」で

あ
る
、
と
す
る
２
０
２
５
年
経
済
対
策
に

お
い
て
、「
強
い
経
済
」の
実
現
に
向
け
て
、

次
の
５
分
野
を
中
心
に
先
行
的
か
つ
集
中

的
に
取
組
み
を
強
化
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
こ
の
５
分
野
の
な
か
で
、
企
業
の
投

資
活
動
に
関
連
す
る
主
要
な
税
制
措
置
が

手
当
て
さ
れ
た
の
は
、
第
１
の「
経
済
安

全
保
障
の
強
化
」と
、
第
５
の「
未
来
を
切

り
拓
く
投
資
の
拡
大
」の
施
策
で
あ
る
。

・
第
１：
戦
略
分
野
の
官
民
連
携
投
資
、重

要
物
資
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
強
化
等

の
取
組
み
に
よ
る
、経
済
安
全
保
障
の
強

化
・
第
２：
農
林
水
産
業
の
構
造
転
換
、農
林

水
産
物・食
品
の
輸
出
拡
大
を
通
じ
た
生

産
能
力
向
上
に
よ
る
、食
料
安
全
保
障
の

確
立

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
令
和
８
年
度
税
制
改
正
で
は
、危
機
管

理
投
資・成
長
投
資
に
よ
る「
強
い
経
済
」

の
実
現
の
税
制
支
援
と
し
て
、産
業
競

争
力
強
化
法
お
よ
び
産
業
技
術
力
強
化

法
の
改
正
を
前
提
と
す
る
戦
略
分
野
へ

の
投
資
拡
大
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。

●
大
胆
な
投
資
促
進
税
制
は
、生
産
性
向

上
が
見
込
ま
れ
る
投
資
計
画
の
確
認
を

受
け
た
、生
産
性
向
上
設
備
等
に
つ
い
て

即
時
償
却
な
い
し
は
税
額
控
除
を
選
択

適
用
で
き
る
制
度
と
し
て
、３
年
の
時

限
措
置
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。

●
研
究
開
発
税
制
で
は
、改
正
後
の
産
業

技
術
力
強
化
法
の
重
点
研
究
開
発
計
画

に
つ
き
認
定
を
受
け
た
法
人
の
試
験
研

究
費
に
つ
い
て
、一
般
試
験
研
究
費
と
は

別
枠
で
税
額
控
除
お
よ
び
繰
越
税
額
控

除
を
認
め
る
制
度（
戦
略
技
術
領
域
型
）


